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第１章 公立夜間中学について 

１ 公立夜間中学とは 

公立夜間中学は、学校教育法第１条に基づき、国が「学校」として正式に定めた

教育機関（一条校）である。 

公立夜間中学とは、様々な事情により義務教育を修了できなかった方や、不登校

等の事情により義務教育を十分に受けられなかった方などを対象に夜の時間帯等に

授業が行われる公立中学校であり、一般的に以下のような学校である。 
 

項 目 内      容 

入学対象者 ○学齢期（満 15 歳に達した日以降の最初の３月 31 日まで）を過

ぎた方で、以下のいずれかに該当し、入学を希望する方 

・様々な理由により義務教育を修了していない方 

 ・不登校等の理由により義務教育を十分に受けられなかった方 

・本国や日本で義務教育を修了していない外国籍の方 

指導者 ○中学校の教員免許状を有する教員 

履修教科等 ○昼間の中学校と同じ全ての教科・領域 

 ・９教科、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動 

授業日 ○平日週５日（昼間の中学校と同じ） 

○夏季休業、冬季休業等（昼間の中学校と同じ時期） 

授業時間 ○教育課程の特例（※）を活用し、１コマ 40 分の４時間授業 

○始業時刻は午後５時 30 分頃、終業時刻は午後９時頃 

卒業認定 ○定められた課程の修了により中学校卒業資格を取得 

授業料等 ○授業料や教科書は無償 

※ 学齢経過者を夜間中学において教育する場合には、特別の教育課程の編成が認

められている（授業時数の減が可能）。 

 

２ 公立夜間中学設置の経緯 

・夜間中学は、戦後の混乱期の中で、生活困窮などの理由から昼間に就労または家

事手伝い等を余儀なくされ、昼間の中学校に通うことができない生徒が多くいた

ことから、それらの生徒に義務教育の機会を提供することを目的として、昭和 20

年代初頭に中学校に付設された。 

・近年は、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方や、不登校など様々な事

情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、本国や我が国で義

務教育を修了していない外国籍の方など、様々な背景をもつ生徒の多様な学びを

保障するための役割が期待されている。 

・こうした状況の中、平成 28 年 12 月に成立した「義務教育の段階における普通教

育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（「教育機会確保法」）では、全て

の地方公共団体に、夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずることが義

務付けられた。 

・平成30年（2018年）６月には、「第３期教育振興基本計画」が閣議決定され、「全

ての都道府県に少なくとも一つの夜間中学が設置されるよう促進する」ことが、

政府の方針となった。 

・令和５年（2023 年）６月には、「第４期教育振興基本計画」が閣議決定され、「全

ての都道府県・指定都市に少なくとも一つの夜間中学が設置されるよう促進する」

ことが明記され、設置数の増加が指標として設定された。 
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第２章 本県の現状 

１ 義務教育未修了者等に対する就学の機会の提供 

現在、県内において、義務教育未修了者や、外国で学齢期に義務教育を受けられ

なかった学齢超過者等に対して提供されている学びの場は、生涯学習を目的とした

ものであり、学校での就学機会は提供されていない。 

教育機会確保法第３条第４項では、「義務教育未修了者に対する教育機会の確保等

に関する基本理念」が掲げられ、同法第 14 条では、「就学の機会の提供等」が規定

されている。同法に基づき、義務教育段階の学び直しが必要な方で、学校への就学

を希望する方に対し、就学の機会を提供する必要がある。 

 

２ 学び直しの必要な方の状況 

義務教育段階の学び直しが必要な方は、義務教育未修了者、不登校生徒、在留外

国人に多いと考えられる。 

県内における、義務教育未修了者、不登校生徒及び在留外国人の状況は、それぞ

れ次のとおりである。 

 

⑴ 義務教教育未修了者の状況 

令和２年の国勢調査の結果によると、本県の未就学者（※１）は 738 人、最終

卒業学校が小学校の方（※２）は 12,632 人である。 

※１ 未就学者：小学校にも中学校にも在籍したことのない方または小学校を中途退学した方 
※２ 最終卒業学校が小学校の者：小学校のみ卒業した方または中学校を中途退学した方 

 

⑵ 不登校生徒の状況 

文部科学省「令和６年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題

に関する調査結果」によると、中学校における不登校生徒数は、増加傾向にある。

県内における中学校不登校者は、令和６年度は 1,518 人で、前年度より 13 人減少

したが、依然として高止まりの状況である。不登校児童生徒に対しては、各学校

や市町村教育委員会、フリースクール、民間施設等において様々な形で支援を行

っているが、この状況に鑑みると、中学校において十分な教育を受けられないま

ま卒業する生徒も一定程度存在している。 

 

⑶ 在留外国人の状況 

文部科学省「令和５年度日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調

査」によると、県内の小・中・義務教育学校における日本語指導が必要な児童生

徒は 522 人であり、年々増加している。富山県内における住民基本台帳上の外国

人住民数（令和７年１月１日現在）は、23,785 人であり、増加傾向にある。 

 

３ 公立夜間中学に関するアンケート調査からの状況 

⑴ 夜間中学に関するアンケート調査（令和６年度）      【資料１】 

令和６年に実施したアンケート調査では、1,242 件の回答があり、「自分が学ん

でみたい」「知らせたい人が身近にいる」「知らせたいと思いつく人がいる」とい

った夜間中学の設置を必要とする回答は 391 件（全体の 31.5％）あった。 
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⑵ 夜間中学に関するアンケート調査（令和７年度）      【資料２】 

令和７年に夜間中学の入学対象者とその関係者に実施したアンケート調査では、

121件の回答があり、夜間中学入学の対象であるとの回答が38件、「ぜひ入学した

い（入学させたい）」との回答が 55 件（全体の 45％）あった。 

 

第３章 公立夜間中学設置に向けた基本計画 

様々な理由により、義務教育を十分に受けられなかった方の「学びたい」という

思いを大切にし、自らの能力を高め、希望する進路を選択でき、ウェルビーイングを

向上させ、生きがいをもって心豊かに生きることにつながる学校づくりを進めていく。 

 

１ 入学対象者 

原則、富山県内に在住の学齢期を過ぎた 15 歳以上の方で、以下のいずれかに該当

し、入学を希望する方を対象とする。 
 
 

 

 

 

 

 

２ 夜間中学の基本理念（目指す学校の姿） ＜別紙＞ 

年齢や国籍に関わらず多様な人々にとって、安心して学ぶことができる学校を目

指す。 
 
 

 

 

 

 

３ 育成を目指す資質・能力 

多様な人々と共生しながら、自立して、よりよく生きるために必要となる資質・

能力を育成する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

○ 基本的生活習慣や社会性を身につけ、豊かな人間性を育み、健やかに成長

しようとする態度 

○ 学習を通して身につける、個に応じた基礎的・基本的な知識・技能及び探

究力や問題発見・解決能力 

○ 自他を大切にし、多様な価値観をもつ人々と連携、協働しながら活動する

力 

【目指す学校の姿】 

誰一人取り残されることなく、全ての生徒にとって、包摂的かつ公平で、 

安心して学び続けることができる夜間中学 

○ 様々な理由により義務教育を修了していない方 

○ 不登校等の理由により義務教育を十分に受けられなかった方 

○ 本国や日本で義務教育を修了していない外国籍の方 
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４ 本県の夜間中学における取り組み 

⑴ 多様な人々が協働的に学び合う授業 

様々な年齢や国籍の生徒が在籍する特徴を活かし、互いの多様性を尊重しな

がら、誰もが安心して共に学ぶことができる授業を展開する。 

 

⑵ 個々のニーズや学力に応じた指導 

学習する教科等によっては、一人一人の習熟の度合いや理解の進度に応じて

学ぶための個別指導や少人数での指導を導入するなど、複数の教員等で指導す

る体制づくりを目指す。 

 

⑶ 確かな日本語指導 

外国人等の日本語指導を必要とする方が自らの能力を十分に発揮できるよう、

母語や母文化を尊重し、外国人児童生徒等教育において培ったノウハウを活か

して指導の充実を図る。 

 

⑷ 自己実現を支える生徒指導 

学校生活の中で教師・生徒がその多様性を発揮しつつ、共感的な人間関係を

育む中で、生徒が自発的・自律的に課題に向き合い、自己実現を図ることがで

きるようにする。 

 

⑸ 教育相談体制の充実 

養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等、専門家

の支援を受けながら、全ての教職員による教育相談体制を充実する。 

 

⑹ キャリア教育の充実 

学びと将来の夢とのつながりを意識し、卒業後の進路はもとより、将来を設

計できる能力を身につけるなど、自分らしい生き方を実現できるよう、地域社

会と連携したキャリア教育を推進する。 

 

⑺ 他県の夜間中学との交流 

他県の夜間中学の生徒と交流できる総合的な学習の時間や行事の実施等を検

討し、互いのカリキュラムの充実を図る。 

 

５ 開校予定時期 

令和９年（２０２７年）４月とする。 

 

６ 設置形態及び設置場所 

設置形態は単独校とし、富山県立雄峰高等学校内に設置する。 

住所：富山県富山市神通町二丁目 12 番 20 号 

（可能な限り県内全域から通いやすい場所であること、交通利便性及び夜間の安

全性を考慮）  
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７ 校名 

富山県立高
こ

志
し

のあかり中学校 

 

８ 入学・進級・卒業等 

・４月入学を基本としつつ、年度途中の入学希望者に対しては、年間を通じて入学

希望理由や学習状況について面談を行い、個々の状況に応じて入学を許可する。 

・原則、入学は第１学年からとし、入学者の希望や実態等に応じて、第２学年や第

３学年からの入学も可能とする。 

・進級・卒業の決定については、校長が生徒の希望や実態等に応じて３月に判断す

る。 

 

９ 修業年限 

修業年限は、原則、３年とする。ただし、生徒本人の意思や学習の修得状況等を

踏まえ、校長の判断により、当該学年に留め置いて学習を継続することもできる。 

その際、当該学年への留め置きは１回、最長６年の修業を原則とする。 

 

10 教職員 

富山県の教職員配置基準に基づき、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員等を

配置する。 

また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門スタッフも

配置し、支援体制の充実を図っていく。 

 

11 費用 

・授業料、教科書は無償とする。 

・教材費や学校行事等にかかる費用は、本人の実費負担とする。 

 

第４章 教育課程、学習指導、学校生活等 

１ 年間及び週間授業時数 

・年間総時数を 700 時間程度とする。 

・１単位時間を 40 分とし、１日あたり４時間、１週あたり 20 時間の授業を行う。 

・市町村立中学校と同様にすべての教科を履修する。 

・学び直しや進学のニーズが多くあることを踏まえ、国語、社会、数学、理科、外

国語の各教科の時間数を十分に確保する。音楽、保健体育、美術、技術・家庭の

各教科及び特別の教科道徳、総合的な学習の時間、特別活動については、内容を

工夫し、時間数を減らして実施する。 

 

２ 授業日等 

・月曜日から金曜日までの週５日を授業日とする。 

・３学期制とし、夏季休業等の長期休業期間を設ける。 
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３ 学年及び学級編制 

・１学年につき、１学級を開設する。 

・１学級につき、生徒は 30 名以内とする。 

 

４ 授業実施方法 

・対面による授業を行う。 

・音楽や美術等の教科は、３学年合同で授業を行う。 

・日本語に不安をもつ生徒への配慮として、やさしい日本語による授業を行う。必

要に応じて集中的に初期日本語指導を受けられるようにするとともに、授業理解

に必要な日本語習得については、個々の能力に応じて、各教科の一部を日本語の

学習に充てる。 

 

５ ICT の活用 

・全生徒に一人一台端末を無償貸与し、個別最適な学びや教え合い学び合う協働的

な学びを組み合わせ、主体的・対話的で深い学びの実現を目指す。 

・災害発生等の非常時や、生徒の体調、仕事の都合等によりやむを得ず学校に登校

できない場合には、学習支援の一つとして、オンラインによる授業配信を受けら

れるようにする。 

 

６ 特別活動 

生徒会を組織し、学校行事の実施に当たっては、地域や家庭との連携を大切にし

ながら、生徒会とともに検討・計画に取り組む。 

 

７ その他 

・学業と就労を両立できるように始業時刻・終業時刻を設定するためには、十分な

時間の確保が難しいことから、給食は提供しない。ただし、生徒の健康を守るた

めに、校内で食事をとることができる場所と時間を確保する。 

・【校時（イメージ例）】月～金 週５日 

校時  授業時間 

登校 ～１７：３０  

１校時 １７：３０～１８：１０ ４０分 

２校時 １８：１５～１８：５５ ４０分 

ＨＲ 休憩・食事等 １８：５５～１９：１５  

３校時 １９：１５～１９：５５ ４０分 

４校時 ２０：００～２０：４０ ４０分 

下校 ２０：４０  

※上記はイメージ例であり、今後、詳細の検討を進める。 
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第５章 これまでの取り組みと今後の予定 

１ これまでの取り組み 

⑴ 富山県公立夜間中学設置検討協議会の開催 

国や自治体の動向、ニーズ調査の結果の共有、富山県における公立夜間中学の

在り方や課題に関して協議し、有識者、学校関係者から幅広く意見を聴取した。 

第１回 令和６年 10 月 25 日 

第２回 令和７年 ２月 10 日 

第３回 令和７年 ５月 27 日 

第４回 令和７年 10 月 10 日 

第５回 令和８年 １月 19 日 

 

⑵ 先進県視察 

令和６年 ７月： 石川県、福井県、三重県、愛知県 

令和６年 10 月： 石川県 

令和７年 ４月： 群馬県 群馬県立みらい共創中学校 

令和７年 ５月： 静岡県 静岡県立ふじのくに中学校（磐田本校） 

令和７年 ７月： 石川県 石川県立あすなろ中学校 

福井県 

 

⑶ ニーズ調査 

・令和６年度 夜間中学アンケート（アンケート期間 R6.5.27～7.26） 

・令和７年度 「夜間中学」に関するアンケート（アンケート期間R7.5.15～7.25） 

 

⑷ 夜間中学説明会・個別相談会 

・令和７年６月 28 日 富山会場 

・令和 7年６月 29 日 高岡会場 

 

２ 今後の予定 

年 度 内    容 

令和７ 

(2025)年度 

○夜間中学説明会・個別相談会実施 (R8.2.27、3.1 開催予定) 

○「富山県立高等学校等設置条例」一部改正 

令和８ 

(2026)年度 

○教育課程の編成 

○教科書・教材の選定 

○夜間中学説明会・個別相談会・体験授業の実施 

○入学者募集、面接等の実施 

○必要な施設の整備・改修、物品の調達 

令和９ 

(2027)年度 

○４月 県立夜間中学開校 
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富山県教育委員会教育みらい室小中学校課

１　目的

　　夜間中学について県内に広く周知するとともに、学び直しを支援するため、夜間中学設置に関する

　　ニーズを把握し、本県における夜間中学の在り方等を検討する。

２　調査対象

　　富山県内在住者

３　調査内容

　　別紙調査用紙のとおり

　　　　※言語　①日本語　②英語　③ベトナム語　④中国語　⑤タガログ語　⑥ポルトガル語

４　調査期間

　　令和６年５月27日～７月26日

５　回答方法

　　・はがき付きアンケート用紙

　　・FAX

　　・インターネット

６　アンケート用紙等配布先

　　・関係団体

　　　（国際交流団体、若者サポートステーション、自立支援相談窓口、福祉会館、不登校・ひきこもり支援団体)

　　・教育機関（市町村教育委員会、図書館、公民館、地区センター）

　　・行政機関（各庁舎、福祉協議会、保健福祉センター）

７　回答数

1,242 件 インターネット はがき FAX

1,144 97 1

令和６年度　夜間中学アンケート【調査結果】
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資料１

〈　参　考　資　料　〉



８　調査結果（単位：人）

1,242

○あなた(回答者)のことについてお答えください。

●　お住いの市町村 ●　年齢

朝日町 12 射水市 81 10代 28

入善町 27 高岡市 96 20代 106

黒部市 36 氷見市 29 30代 171

魚津市 18 小矢部市 38 40代 404

滑川市 79 砺波市 22 50代 356

上市町 15 南砺市 23 60代以上 172

立山町 89 無回答 6 無回答 5

舟橋村 6 計 1,242 計 1,242

富山市 665

質問１ あなたは夜間中学で学んでみたいと思いますか。または、夜間中学のことを知らせたいと思う人

があなたのまわりにいますか。（一つだけ選んでください。）

121

136

134

835

17

【複数回答有】

391

質問2 夜間中学で学びたい（その人に知らせたい）理由を教えてください。【複数回答可】

31

141

67

57

32

73

22

５　日本の中学校の知識や技能などを学びたいから

６　その他

　　無回答

４　日本語の読み書きを身に付けたいから

回答対象者：アンケート回答者全員：

１　自分が学んでみたい

２　知らせたい人が身近にいる

３　知らせたいと思いつく人がいる／場所（団体、職場）などがある

４　学びたいと思わないし、知らせたいと思う人もいない

　　無回答

回答対象者：質問１で１、２、３のいずれかを選んだ方：

1　中学校を卒業していないから

２　卒業したが、もう一度学び直したいから

３　高等学校へ進学する学力を付けたいから
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391

質問３ 夜間中学で学びたい人（または、知らせたい人）のことを教えてください。

① 年齢 【複数回答有】

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答

159 67 46 54 25 30 26

② 性別 【複数回答有】

男性 女性 その他／答えたくない 無回答

162 146 75 25

③ よく使う言語 【複数回答有】

日本語 英語 ベトナム語 中国語 タガログ語 ポルトガル語 その他 無回答

292 13 15 15 8 17 17 29

※「その他」の言語：ロシア語、ウルドゥー語、ベンガル語、韓国語、タイ語

④ お住いの市町村 【複数回答有】

富山市 高岡市 魚津市 氷見市 滑川市 黒部市 砺波市 小矢部市

192 39 3 4 19 15 8 5

南砺市 射水市 舟橋村 上市町 立山町 入善町 朝日町 無回答

10 27 1 5 30 10 3 30

270

質問４ 知らせたい人とあなたの関係を教えてください。 【複数回答有】

家族・親族 友人・知人 その他 無回答

101 109 93 21

回答対象者：質問１で１、２、３のいずれかを選んだ方：

回答対象者：質問１で２、３のいずれかを選んだ方：
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令和７年度　「夜間中学」に関するアンケート【調査結果】

富山県教育委員会教育みらい室夜間中学設置準備担当

１　目的

　　夜間中学について県内に広く周知するとともに、学び直しを支援するため、夜間中学入学対象者及び

その関係者に対し、学ぶ目的や設置場所についてニーズを調査するもの。

２　調査対象

　　富山県立夜間中学の入学対象者及びその関係者（家族、知り合いなど）

　（入学対象者）

　富山県内在住の15歳以上で、

・様々な理由により義務教育を修了していない方

・不登校等の理由により義務教育を十分に受けられなかった方

・本国や日本で義務教育を修了していない外国籍の方

３　調査内容

　　別紙調査用紙のとおり

　　　　※言語　①日本語　②英語　③ベトナム語　④中国語　⑤タガログ語　⑥ポルトガル語

４　調査期間

　　令和７年５月15日～７月25日

５　回答方法

　インターネット、はがき付きアンケート用紙、FAX

６　アンケート用紙等配布先

　　・関係団体

　　　（国際交流団体、若者サポートステーション、自立支援相談窓口、福祉会館、不登校・ひきこもり支援団体)

　　・教育機関（市町村教育委員会、図書館、地区センター、小中高保護者　等）

　　・行政機関（各庁舎、福祉協議会、保健福祉センター、ハローワーク　等）

　　・ご協力いただける民間商業施設（郵便局、コンビニエンスストア　等）

７　回答数

121 件 インターネット はがき FAX

108 13 0

８　回答言語

日本語 英語 中国語 ベトナム語 タガログ語 ポルトガル語

107 5 2 0 0 7
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９　調査結果（単位：人）

質問１ あなたは夜間中学入学の対象の方ですか

38

80

3

質問２ 富山県立夜間中学に入学したい（入学させたい）と思いますか。

55

34

29

3

　　【参考】質問１で「対象者である」を選択した方の質問２の内訳

質問３ 入学したい（入学させたい）理由は何ですか。【複数回答可】

対象者である

対象者の関係者（家族、知り合いな
ど）である

無回答

入学したい（入学させたい）が、
難しい

入学したい（入学させたい）が、
考え中である

ぜひ入学したい（入学させたい）

無回答

考え中, 

13人, 34%

難しい, 

9人, 24% ぜひ

入学したい, 

16人, 42%
関係者

66%

無回答 3%

対象者

31%

15人

15人

19人

24人

25人

28人

31人

32人

41人

42人

その他

中学校を卒業していないから

高校などへ進学をしたいから

日本の文化や社会について学びたいから

友達を作りたいから

日本語がうまくなりたいから

仕事をしたり、今の仕事のために学んだりしたいから

日本語の読み書きができるようになりたいから

中学校を卒業したが、あまり通えなかったから

中学校を卒業したが、中学校の勉強を学び直したいから

対象者

31%

関係者

66%

無回答

3%

ぜひ

入学したい

(させたい)

45%

考え中

28%

難しい

24%

無回答

3%
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質問４ 夜間中学の場所がどこにあれば通えますか【複数回答可】

南砺市 砺波市 小矢部市 氷見市 高岡市 射水市 富山市 舟橋村

8 20 12 15 44 28 65 7

立山町 上市町 滑川市 魚津市 黒部市 入善町 朝日町

10 9 19 24 22 13 9

　　【参考】

　　　○回答数に応じて市町村を色分けした図（回答数多→濃）

　　　〇回答者の居住地（住所記載のあるもの）

質問５ 質問４で選んだ場所に夜間中学があったとすると、どうやって行きますか。【複数回答可】

86人

52人
33人 40人 34人

0

20

40

60

80

100

自家用車 電車 バス 自転車 徒歩

砺波市 小矢部市 氷見市 高岡市 射水市 富山市 舟橋村 立山町 魚津市 黒部市 入善町 計

3 1 1 9 8 16 1 1 3 3 1 47

- 14 -



○ 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

（抄）                     (平成 28 年法律第 105 号) 

  

（基本理念） 

第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われな

ければならない。 

（一～三 略） 

四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を

十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その

能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育

を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよ

う、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。 

（五 略） 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施

策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基

本的な指針（以下この条において「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 教育機会の確保等に関する基本的事項 

二 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項 

三 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関す

る事項 

四 その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項 

（３～４ 略） 

 

（就学の機会の提供等） 

第十四条 地方公共団体は、学齢期を経過した者（その者の満六歳に達した日の翌日以

後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間

を経過した者をいう。次条第二項第三号において同じ。）であって学校における就学の

機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在すること

を踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 
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○ 第３期教育振興基本計画（抄） (平成 30 年 6 月 15 日 閣議決定) 

 

 

 

 

 

○ 第４期教育振興基本計画（抄） (令和５年６月 16 日 閣議決定) 

第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群 

４．誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

目標（１５）多様なニーズに対応した教育機会の提供 

○ 夜間中学の設置・充実 

・ 学齢経過者であって小・中学校等における就学の機会が提供されなかった者の中

に、就学機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間中学の設置を促

進するとともに、夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずる。具体的には、

夜間中学は、義務教育未修了者に加え、外国籍の者、入学希望既卒者、不登校となっ

ている学齢生徒等の多様な生徒を受け入れる重要な役割を担っていることから、教育

機会確保法等に基づき、全ての都道府県に少なくとも一つの夜間中学が設置されるよ

う促進するとともに、夜間中学の教育活動の充実や受け入れる生徒の拡大を図るな

ど、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進する。 

Ⅳ．今後５年間の教育政策の目標と基本施策 

目標７ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 

○ 夜間中学の設置・充実 

・ 学齢経過者であって小・中学校等における就学の機会が提供されなかった者の中

に、就学機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間中学の設置を促

進するとともに、夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずる。具体的には、

夜間中学は、義務教育未修了者に加え、外国籍の者、入学希望既卒者、不登校となっ

ている学齢生徒等の多様な生徒を受け入れる重要な役割を担っていることから、教育

機会確保法等に基づき、全ての都道府県・指定都市に少なくとも一つの夜間中学が設

置されるよう促進するとともに、夜間中学の教育活動や広報の充実、受け入れる生徒

の拡大を図るなど、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進する。 
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